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緊急輸送道路等における既設電柱占用制限導入計画
下野市役所～自治医科大学附属病院

別記様式１

緊急輸送道路等における既設電柱占用制限導入計画【R7】

備考
代替措置の
完了予定年度

撤去目的猶予期間
法第３７条
指定の時期

撤去する電線
の占用者

撤去する
電柱本数

撤去する電柱
の占用者

延長
(km)

区域路線名道路管理者番号

栃木県の防災拠点（下野市役所）と広域
防災拠点（自治医科大学附属病院）を結
ぶ防災上重要な区間であるため

10年間R8年度

東京電力パワーグリッド（株）
NTT東日本（株）
KDDI（株）

（株）NTTドコモ
栃木土木事務所
栃木県警察

20本
東京電力パワーグリッド（株）
NTT東日本（株）

0.35下野市笹原地先地先国道４号
関東地方整備局
宇都宮国道事務所

①



緊急輸送道路等における既設電柱占用制限導入計画
下野市役所～自治医科大学附属病院

既設電柱占用制限
導入計画区域 下野市役所

自治医科大学
附属病院

出典：国土地理院地図至：小山市

至：宇都宮市

①

防災拠点と防災拠点を結ぶ区間

上記区間のうち無電柱化済み区間

防災拠点

凡例



緊急輸送道路等における既設電柱占用制限導入計画 羽田空港～東京都庁
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別記様式１

緊急輸送道路等における既設電柱占用制限導入計画【R7】

備考
代替措置の
完了予定年度

撤去目的猶予期間
法第３７条
指定の時期

撤去する電線
の占用者

撤去する
電柱本数

撤去する電柱
の占用者

延長
(km)

区域路線名道路管理者番号

電線共同溝
R12年度完了予定

交通拠点（羽田空港）と防災拠点（東京都
庁）を結ぶ防災上重要な区間であるため

10年間R8年度

東京電力パワーグリッド（株）
NTT東日本（株）
KDDI（株）

アルテリア・ネットワークス（株）
（株）ケーブルテレビ品川

16本
17本

東京電力パワーグリッド（株）
NTT東日本（株）

0.5
品川区南大井１丁目地先
～
品川区東大井２丁目地先

国道１５号
関東地方整備局
東京国道事務所

①



緊急輸送道路等における既設電柱占用制限導入計画 羽田空港～東京都庁
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E20

至：川崎市

交通拠点と防災拠点を結ぶ区間

上記区間のうち無電柱化済み区間

交通拠点

防災拠点

凡例

東京都庁

首相官邸

羽田空港

至：川崎市

既設電柱占用制限
導入計画区域①



緊急輸送道路等における既設電柱占用制限導入計画
塩尻北IC～松本広域消防局塩尻消防署
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別記様式１

緊急輸送道路等における既設電柱占用制限導入計画【R7】

備考
代替措置の
完了予定年度

撤去目的猶予期間
法第３７条
指定の時期

撤去する電線
の占用者

撤去する
電柱本数

撤去する電柱
の占用者

延長
(km)

区域路線名道路管理者番号

広域防災拠点（松本広域消防局塩尻消防
署）と交通拠点（塩尻北IC）を結ぶ防災上
重要な区間であるため。

10年間R8年度
中部電力パワーグリッド（株）

NTT東日本（株）1本
中部電力パワーグリッド

（株）
2.1

塩尻市大字広丘吉田地先
～
塩尻市大字広丘野村地先

国道１９号
関東地方整備局
長野国道事務所

①



緊急輸送道路等における既設電柱占用制限導入計画
塩尻北IC～松本広域消防局塩尻消防署
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既設電柱占用制限
導入計画区域

①

松本広域消防局
塩尻消防署

塩尻北ＩＣ

E20

交通拠点と防災拠点を結ぶ区間

上記区間のうち無電柱化済み区間

交通拠点

防災拠点

凡例


